
児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

ひ
と
り
親
家
庭
の
み
な
さ
ん
へ

ひ
と
り
親
家
庭
の
み
な
さ
ん
が

自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。詳

し
く
は
、
児
童
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ひ
と
り
親
家
庭
就
業
相
談

毎
週
火
曜
日
、
就
業
相
談
員
、

キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
就
職

に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

予
約
が
必
要
で
す
。

求
人
情
報
の
自
動
メ
ー
ル
配
信

も
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
母
子
就
業
支
援
講
習
会

年
3
回
、
母
子
家
庭
の
母
を
対

象
に
、
パ
ソ
コ
ン（
初
級
・
中

級
）、ヘ
ル
パ
ー
2
級
、医
療
事
務
、

経
理
事
務
な
ど
の
講
習
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
受
講
料
は
無
料
で

す
。
日
程
な
ど
は
広
報
で
随
時
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◆ 

高
等
技
能
訓
練
促
進
費
・
入
学

支
援
修
了
一
時
金

母
子
家
庭
の
母
が
就
職
に
有
利

な
資
格（
正･

准
看
護
師
、
介
護

福
祉
士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
）を
取
得
す
る
た
め

養
成
機
関
で
2
年
以
上
修
業
し
た

場
合
、
平
成
24
年
度
以
降
の
入
学

者
に
つ
い
て
修
業
期
間
の
後
半
の

1
／
2
期
間（
上
限
18
カ
月
）、

課
税
世
帯
は
月
額
7
万
500
円
、
非

課
税
世
帯
は
月
額
14
万
1
千
円
を

支
給
し
ま
す
。

修
了
後
、
入
学
支
援
修
了
一
時

金
を
、課
税
世
帯
は
2
万
5
千
円
、

非
課
税
世
帯
は
5
万
円
を
支
給
し

ま
す
。

◆
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

母
子
家
庭
の
母
が
経
済
的
自
立

の
た
め
教
育
訓
練
給
付
指
定
講
座

を
受
講
し
た
場
合
、
受
講
料
の

20
％
相
当
額（
上
限
10
万
円
）
を

支
給
し
ま
す
。
受
講
前
に
手
続
き

が
必
要
で
す
。

◆
母
子
寡
婦
福
祉
資
金

年
7
回
、
無
利
息
で
貸
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。就
学
支
度
資
金
、

修
学
資
金
な
ど
合
格
前
に
事
前
申

請
が
で
き
ま
す
。
県
の
審
査
が
あ

り
、
支
払
は
申
請
か
ら
約
2
カ
月

後
で
す
。
入
学
金
な
ど
の
貸
付
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
最
終
申
請（
3
月

15
日
支
払
）は
1
月
下
旬
の
予
定

で
す
。

※
支
払
済
の
資
金
は
対
象
外
で
す
。

◆
養
育
費
相
談

養
育
費
確
保
の
た
め
専
門
の
相

談
員
が
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

◆
無
料
弁
護
士
相
談

弁
護
士
が
法
律
相
談
な
ど
に
応

じ
ま
す
。
予
約
が
必
要
で
す
。

学
校
教
育
課
1
66
◆

1
1
6
5

障
が
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

お
子
さ
ん
の
保
護
者
の
方
へ

県
教
育
委
員
会
で
は
、
お
子
さ

ん
が
就
学
す
る
と
き
の
参
考
に
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
早
期
教
育

相
談
と
養
護
学
校
体
験
入
学
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◆
早
期
教
育
相
談（
東
三
河
地
区
）

と　
き　
8
月
4
日
㈭
・
5
日
㈮

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

と
こ
ろ　
東
三
河
総
合
庁
舎
3
階

（
豊
橋
市
八
町
通
5
の
4
）

対　
象　
3
歳
〜
平
成
24
年
度
に

小
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん

の
保
護
者
で
、
子
育
て
で
気
に

な
る
こ
と
が
あ
る
方
な
ど
、
就

学
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方
。

申
し
込
み　
7
月
8
日
㈮
ま
で
に

学
校
教
育
課
ま
た
は
、
東
三
河

教
育
事
務
所
就
学
担
当（
☎
０

５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１
）へ
。

◆
養
護
学
校
体
験
入
学

対　
象　
来
年
度
、
小
・
中
学
校
、

高
等
学
校
へ
入
学
予
定
で
、
障

が
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
お
子

さ
ん
と
そ
の
保
護
者
。

○
豊
川
養
護
学
校

☎
88
◆

２
５
５
３

知
的
な
発
達
の
遅
れ
や
情
緒
に

障
が
い
の
あ
る
お
子
さ
ん
対
象

　
と　
き

小
学
校
： 

7
月
21
日
㈭
、
10
月

24
日
㈪

中
学
校
：
7
月
22
日
㈮

高
等
部
：
7
月
25
日
㈪

○
豊
橋
養
護
学
校

☎
０
５
３
２
◆

61
◆

８
１
１
８

手
足
の
不
自
由
な
お
子
さ
ん
対

象

　
と　
き　

 

9
月
9
日
㈮
、
10
月

28
日
㈮

○
大
府
養
護
学
校

☎
０
５
６
２
◆

48
◆

５
３
１
１

病
気
で
入
院
し
て
い
る
お
子
さ

ん
対
象

　
と　
き　

 

10
月
21
日
㈮
、
11
月

16
日
㈬

○
愛
知
教
育
大
学
附
属
特
別
支
援

学
校

☎
０
５
６
４
◆

21
◆

７
３
０
０

知
的
な
発
達
に
遅
れ
や
情
緒
に

障
が
い
の
あ
る
お
子
さ
ん
対
象

　
と　
き　
10
月
27
日
㈭

※
指
定
日
以
外
で
も
随
時
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
課
1
66
◆

1
1
6
5

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励

制
度
の
お
知
ら
せ

市
内
・
市
外
の
私
立
幼
稚
園
に

通
園
す
る
園
児
の
保
護
者
に
対

し
、
所
得
に
応
じ
て
入
園
料
・
保

育
料
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
次
の

条
件
に
該
当
す
る
方
は
、
在
園
す

る
幼
稚
園
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

対　
象　
市
民
税
所
得
割
額
18
万

3
千
円
以
下
の
世
帯

※
父
母
そ
れ
ぞ
れ
に
所
得
割
額
が

あ
る
世
帯
は
合
算
し
ま
す
。
な

お
、
当
該
園
児
の
税
の
扶
養
控

除
が
父
母
以
外
の
家
族
の
場
合
、

扶
養
者
で
あ
る
方
の
所
得
割
額

も
合
算
し
ま
す
。

問
合
先　
在
園
す
る
幼
稚
園
ま
た

は
学
校
教
育
課

教
育
委
員
会
庶
務
課
1
66
◆

1
1
6
6

就
学
援
助
制
度
の
お
知
ら
せ

経
済
的
な
理
由
か
ら
、
子
ど
も

を
小･

中
学
校
に
通
学
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
な
家
庭
に
対
し
、
学
用

品
費
、
給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な

ど
を
補
助
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
各
学
校
ま
た
は
教

育
委
員
会
庶
務
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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